浜田市地域おこし協力隊（石州和紙・石州半紙振興業務）
募集要項

1 　目的
　　地域が誇る伝統工芸である石州和紙・石州半紙の振興に関する活動のサポート等を行うことで、後継者育成や人材確保、商品開発・販路拡大を促進し、文化の継承と和紙の普及、地域の活性化に繋げることを目的とする。
　　本要項は、浜田市地域おこし協力隊（石州和紙・石州半紙振興業務）の募集を実施するにあたり、募集から採用までの手続について、必要な事項を定めるものとする。

2 　業務
浜田市石州和紙会館や、各和紙工房、石州和紙協同組合、石州半紙技術者会等と協力し、主に次に掲げる業務を行う。
1  手すき和紙技術者の人材確保に関する業務
2  販路拡大、和紙の普及に関する業務
3  原料の安定確保に関する業務
4  その他和紙の振興に必要な業務

3 　募集人数　　1人

4 　応募者に係る要件
次に掲げる事項を全て満たすこと。
⑴　申込日において、3大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域にある市町村であって、平成17年から平成27年までの人口減少率が11％未満のもの）又は都市地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法又は沖縄振興特別措置法の対象地域・指定地域を有しない市町村）等に在住し、採用後に浜田市に住民票を異動させて生活することが可能な方
⑵　地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方
⑶　普通自動車免許（オートマチック限定免許可）を有する方又は採用日までに取得見込みのある方
⑷　心身が健康で地域に馴染む意思があり、地域の活性化に意欲を持っている方

5 　活動場所  　島根県浜田市内、浜田市三隅支所防災自治課

6 　身分及び期間
⑴　身分は浜田市会計年度任用職員とし、浜田市地域おこし協力隊員として浜田市長が委嘱する。
⑵　委嘱期間は、令和9年3月31日までとし、1年を超えない範囲で委嘱期間を延長することができる。ただし、3年を限度とする。

7 　活動等
⑴　1月あたりの活動日数は、17日（週4日程度）とし、活動日の属する月の翌月7日までに活動に係る報告書を作成し、市に報告を行う。
⑵　地域おこし協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であってもその職を解くことができる。
⑶　兼業及び副業は、地域おこし協力隊の活動に支障のない範囲とし、内容についてあらかじめ市又は関係団体等の確認を得ること。

8 　報償金等
[bookmark: _GoBack]⑴　報償金　　月額166,430円～197,200円
⑵　賞与　　　期末手当、勤勉手当あり。
⑶　通勤手当　実費支給あり。
⑷　福利厚生　健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。

9　応募方法
⑴　提出書類
ア　履歴書（市販のもの使用可。写真（3か月以内・上半身・無帽・正面）貼付）
イ　住民票の写し（3か月以内に発行されたものに限る。）
ウ　応募用紙
⑵　提出先　　「11　申込先・問合せ先」と同じ
⑶　提出期限　　令和8年3月23日（月）17時15分必着
⑷　提出方法　　「⑴　提出書類」一式を持参又は郵送
※　郵送の場合は、封筒の表面に「地域おこし協力隊申込」と朱書きし、簡易書留による提出期限必着とする。
⑸　その他　　提出された書類は、返却しないものとする。

10　選考審査
⑴　書類審査
　　「4　応募者に係る要件」に掲げる事項及び提案資料の内容について、書類審査を行う。
⑵　面接試験
　　日程は応募書類が届き次第随時決定する。
⑶　合否の通知
　　選考終了後、書面で通知する。
⑷　浜田市地域おこし協力隊の決定
　　選考により浜田市地域おこし協力隊員の候補を決定し、委嘱年月日等については、応募者との協議のうえ決定する。
　⑸　その他
ア　応募があり次第、随時審査を行う。（採用者が決定した場合は、募集期間内であっても募集を終了する。）
イ　提出書類郵送料、面接に係る交通費、宿泊費、食事等の本応募に要する全ての経費は、応募者負担とする。
ウ　審査結果については、いかなる異議申立ても受け付けないものとする。
エ　令和8年度当初予算の採決状況によっては、採用を取り消す場合がある。

11　申込先・問合せ先
⑴　担当部署　　浜田市三隅支所防災自治課地域振興係
⑵　担当　　岡田、川村
⑶　所在地　　〒699-3211　島根県浜田市三隅町三隅1434番地
⑷　電話　　0855-32-2801
⑸　電子メール　　m-jichi@city.hamada.lg.jp
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